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国交省

　

経
済
産
業
省
と
の
交
渉
は

植
山
光
朗
事
務
局
次
長
を
責

任
者
に
、
東
京
靴
工
組
合
関

係
者
を
含
め
17
人
が
参
加
、

飯
田
健
太
中
小
企
業
庁
財
務

課
長
は
じ
め
関
係
各
課
担
当

者
が
対
応
し
ま
し
た
。

　

政
府
各
省
共
通
要
求
の

「
貧
困
と
格
差
・
不
平
等
拡

大
政
策
の
抜
本
的
見
直
し
」

に
係
わ
っ
て
、
消
費
税
増
税

中
止
を
求
め
た
の
に
対
し
て

省
は
、「
消
費
税
増
税
を
め

ぐ
っ
て
12
月
の
総
選
挙
も
行

わ
れ
た
」
と
し
「
増
税
に
な

っ
た
場
合
、
中
小
業
者
の
負

担
と
な
ら
な
い
施
策
、
消
費

税
の
軽
減
税
率
制
度
に
つ
い

て
検
討
を
進
め
る
」
と
回

答
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
戦

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
か
ら
の
撤
退

原
発
再
稼
働
反
対
を
訴
え

同対法下の物的事業で劣悪な住環境が改善したことを評価し、事業
の全面的廃止を要求＝国交省、1月30日

略
的
経
済
連
携
協
定
）
交
渉

か
ら
の
撤
退
要
求
に
対
し
て

は
「
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選

挙
を
前
に
し
て
最
終
局
面
を

迎
え
て
い

る
」と
し
、

「
日
本
を

守
る
た
め

に
参
加
し

て
い
る
。

国
際
的
な

ル
ー
ル
を

各
国
に
広

め
る
た
め

に
重
要
で

あ
り
、
守

る
べ
き
も

の

は

守

り
、
交
渉

で
国
益
に

か
な
う
最
善
の
道
を
追
求
し

て
い
く
と
い
う
基
本
方
針
通

り
に
や
っ
て
い
く
」
と
強

弁
。
交
渉
団
か
ら
は
「
国
際

経産省

住
環
境
改
善
を
要
求

原発再稼働反対、TPP交渉からの撤退を強く要求、革
靴の輸入枠拡大の抑制を求める全国人権連ら＝経産
省、1月30日

　

国
土
交
通
省
は
、
人
権
連

か
ら
丹
波
正
史
議
長
を
責
任

者
に
18
人
が
参
加
、
省
側
は

北
真
夫
住
環
境
整
備
室
長
他

12
人
の
職
員
が
対
応
。

　

交
渉
の
冒
頭
、
丹
波
議
長

は
、
過
去
33
年
間
の
同
和
特

別
法
下
で
国
と
地
方
自
治
体

が
16
兆
円
を
費
や
し
、
住
環

境
整
備
事
業
の
物
的
事
業
が

克
服
で
き
た
こ
と
に
感
謝
を

述
べ
る
と
と
も
に
、
今
後
の

課
題
と
し
て
、
古
く
な
っ
た

改
良
住
宅
の
改
修
や
建
替
も

あ
り
、
さ
ら
な
る
支
援
を
と

挨
拶
し
ま
し
た
。

　

省
の
北
室
長
は
、「
物
的

事
業
を
通
し
て
、
劣
悪
な
環

境
を
改
善
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
た
。
近
年
少
子
高
齢
化
に

と
も
な
い
地
方
公
共
団
体
と

協
力
し
て
、
人
間
ら
し
い
生

活
の
で
き
る
環
境
づ
く
り
に

財
務
省
と
も
連
携
し
て
取
り

組
ん
で
い
く
」
と
挨
拶
。

　

共
通
要
求
に
沿
っ
て
の
回

答
の
中
で
「
貧
困
・
格
差
を

な
く
す
環
境
整
備
を
考
え
て

い
る
」。「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

利
用
の
拡
大
、
普
及
」
に
対

し
て
「
電
力
の
安
定
、
温
暖

化
防
止
の
た
め
に
も
自
然
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
に
積
極
的

に
と
り
く
む
」「
東
日
本
大
震

災
の
復
興
に
つ
い
て
は
、
現

場
の
声
を
聞
き
な
が
ら
支
援

に
全
力
を
挙
げ
る
」。「
同
和

対
策
の
特
別
法
失
効
か
ら
13

年
目
、
一
般
対
策
に
工
夫
を

加
え
、
同
和
の
特
別
対
策
の

事
業
の
全
面
的
廃
止
」
要
求

に
対
し
て
、「
今
後
と
も
事
業

を
行
う
上
で
、
国
民
の
不
信

を
招
か
な
い
よ
う
に
、
取
り

組
む
」と
表
明
。

　

具
体
的
要
求
で
は
、「
公

営
住
宅
の
単
身
者
入
居
の
規

制
や
身
元
保
証
人
制
度
の
撤

廃
」
や
「
身
元
保
証
人
の
な

い
場
合
は
免
除
」
す
る
こ
と

な
ど
も
「
地
方
自
治
体
の
判

断
」と
答
弁
。

　

公
営
・

改
良
住
宅
の
建

替
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
、
中
層

住
宅
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設

置
は
、「
省
と
し
て
も
事
例

を
把
握
し
、
要
望
も
し
て
ほ

し
い
」。
ま
た
、「
高
齢
者
や

低
所
得
者
、
若
い
世
代
が
住

み
つ
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
」

「
改
良
住
宅
が
１
０
０
戸
以

上
の
と
こ
ろ
に
は
、
保
育
所

や
福
祉
施
設
の
併
設
を
促
進

さ
せ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
重

視
し
た
い
」
と
答
弁
。

　

住
宅
新
築
資
金
貸
付
償
還

状
況
は
、
平
成
25
年
時
点
で

91
・
14
％
の
回
収
率
に
あ
る

こ
と
を
示
し
、
家
賃
の
応
能

応
益
家
賃
は
、「
平
成
25
年

度
末
78
％
」。
高
齢
者
の
足

の
確
保
に
つ
い
て
、
地
域
内

的
ル
ー
ル
と
言
う
が
、
ど
こ

の
国
の
ル
ー
ル
を
元
に
し
て

い
る
の
か
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

に
よ
り
国
民
の
多
く
が
深
刻

な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
。

諸
制
度
が
弱
肉
強
食
の
ア
メ

リ
カ
型
に
置
き
換
え
ら
れ
、

農
業
へ
の
壊
滅
的
打
撃
に
と

ど
ま
ら
ず
、
医
療
、
共
済
、

労
働
、
公
共
事
業
の
入
札
、

食
の
安
全
な
ど
、
国
民
生
活

の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
影
響
が

及
ぶ
」
と
し
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉

か
ら
の
撤
退
を
強
く
要
求
し

ま
し
た
。

　

大
震
災
・
原
発
災
害
か
ら

４
年
、
被
災
地
で
の
生
活
と

生
業
の
再
建
は
進
ま
ず
、
原

発
事
故
は
「
収
束
」
の
見
通

し
も
立
た
ず
放
射
能
被
害
が

拡
大
し
て
い
る
と
指
摘
し
被

災
地
の
復
興
を
強
く
求
め
る

と
と
も
に
、
原
発
再
稼
働
を

行
わ
ず
廃
炉
に
取
り
組
む
こ

と
を
求
め
た
の
に
対
し
て
省

は
、「
原
発
依
存
度
を
可
能

な
限
り
制
限
す
る
」
と
す
る

一
方
で
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
源

と
し
て
規
制
委
員
会
の
厳
格

な
審
査
に
よ
り
再
稼
働
す

る
」
と
し
、
廃
炉
に
つ
い
て

は
事
業
者
（
電
力
会
社
等
）

が
決
め
る
こ
と
と
あ
き
れ
た

回
答
。
交
渉
団
は「
原
発
ゼ

ロ
」
の
国
民
の
願
い
を
受
け

止
め
、
全
国
の
原
発
の
再
稼

働
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
訴

え
ま
し
た
。

　

特
別
法
下
の
同
和
高
度
化

資
金
６
７
３
億
円
の
貸
付
に

対
す
る
返
済
滞
納
97
億
円
の

適
正
な
回
収
を
求
め
る
と
と

も
に
、
高
額
図
書
の
購
入
強

要
や
指
名
入
札
参
加
・
工
事

請
負
参
入
等
で
の
「
え
せ
同

和
行
為
」
に
対
す
る
行
政
・

企
業
へ
の
指
導
と
啓
発
の
強

化
の
要
求
に
、
北
九
州
、
奈

良
、
東
京
で
研
修
会
を
実
施

し
た
が
中
小
業
者
は
時
間
的

に
参
加
が
難
し
く
、
中
小
企

業
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
活
用

の
作
業
を
進
め
て
い
る
と
回

答
し
ま
し
た
。

　

靴
・
履
物
産
業
の
振
興
に

つ
い
て
、
製
品
開
発
・
技
術

向
上
・
人
材
育
成
・
販
路
開

拓
等
の
具
体
策
と
予
算
の
増

額
を
求
め
た
の
に
対
し
、
銀

座
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
他
全
国

８
カ
所
の
デ
パ
ー
ト
で
製
品

展
示
を
実
施
、
予
算
は
「
増

額
で
査
定
を
得
た
」
と
回
答

（
そ
の
後
に
寄
せ
ら
れ
資
料

で
は
わ
ず
か
90
万
円
弱
の
増

額
要
求
額
）。
皮
革
産
業
を

守
り
、
仕
事
を
確
保
す
る
た

め
に
革
靴
の
輸
入
自
由
化
に

反
対
し
輸
入
枠
の
拡
大
抑
制

を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
省

は
現
状
を
維
持
し
て
い
る
と

し
ま
し
た
が
、
交
渉
団
か
ら

は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
輸
入
さ

れ
た
靴
の
底
を
張
り
替
え
て

大
量
販
売
し
て
い
る
実
態
な

ど
示
し
て
、
関
税
割
当
基
準

数
量
の
科
学
的
で
明
確
な
根

拠
を
示
す
よ
う
求
め
る
意
見

が
出
さ
れ
ま
し
た
。

（
三
枝
茂
夫
）

地
域
の
特
性
を
生
か
し
た

住宅新築資金等貸付事業に係る府県別償還率一覧表（平成25年度末）

府県名
事業実施

市町村数

償還率

（累計）
府県名

事業実施

市町村数

償還率

（累計）

茨城県 18 57.09% 和歌山県 21※ 93.83%

栃木県 11 90.34% 鳥取県 16 92.50%

群馬県 16 87.62% 島根県 14 87.55%

埼玉県 28 91.41% 岡山県 22 86.46%

千葉県 9 92.32% 広島県 20 93.31%

神奈川県 4 96.22% 山口県 16 87.34%

新潟県 4 71.16% 徳島県 19 91.45%

福井県 2 90.03% 香川県 15 84.42%

山梨県 4 77.70% 愛媛県 20 91.76%

長野県 34 91.31% 高知県 26 93.26%

岐阜県 10 93.36% 福岡県 47 90.61%

静岡県 10 97.27% 佐賀県 5 90.98%

愛知県 5 96.64% 長崎県 2 86.97%

三重県 20 90.63% 熊本県 19 86.11%

滋賀県 17 97.19% 大分県 14 80.48%

京都府 20※ 93.89% 宮崎県 11 57.15%

大阪府 8 98.71% 鹿児島県 14 86.79%

兵庫県 39 96.34%
全国計 568 91.14%

奈良県 26※ 93.54%

※�事業実施市町村のうち、京都府は19市町、奈良県は21市町村、和

歌山県は8市町で、一部事務組合を設置。

住宅新築資金等貸付事業に係る償還状況

平成25年度末

償還計画額計 8,211億円

償還済額累計 7,484億円

償還率 91.14%�　

平成25年度における改良住宅等の
応能応益的家賃制度導入割合（管理主体）

管理主体数
応能応益実施

管理主体数※
応能応益導

入割合(%)

北海道 45 42 93.3

青森県 7 6 85.7

岩手県 3 3 100.0

宮城県 6 4 66.7

秋田県 3 0 0.0

山形県 2 1 50.0

福島県 5 3 60.0

茨城県 2 1 50.0

栃木県 6 4 66.7

群馬県 7 6 85.7

埼玉県 3 2 66.7

千葉県 7 2 28.6

東京都 4 3 75.0

神奈川県 5 4 80.0

新潟県 4 1 25.0

富山県 1 1 100.0

石川県 2 2 100.0

福井県 5 1 20.0

山梨県 0 0 -

長野県 10 7 70.0

岐阜県 5 1 20.0

静岡県 9 4 44.4

愛知県 6 3 50.0

三重県 12 7 58.3

滋賀県 15 5 33.3

京都府 11 10 90.9

大阪府 22 22 100.0

兵庫県 20 12 60.0

奈良県 20 8 40.0

和歌山県 18 15 83.3

鳥取県 9 4 44.4

島根県 9 4 44.4

岡山県 8 6 75.0

広島県 11 11 100.0

山口県 12 6 50.0

徳島県 15 7 46.7

香川県 15 9 60.0

愛媛県 15 1 6.7

高知県 20 12 60.0

福岡県 31 20 64.5

佐賀県 5 3 60.0

長崎県 7 4 57.1

熊本県 13 7 53.8

大分県 8 6 75.0

宮崎県 4 2 50.0

鹿児島県 4 4 100.0

沖縄県 4 0 0.0

全国 455 286 62.9

※�平成26年3月31日時点において、応能応益的家賃を適用

している住戸を管理している主体数

交
通
の
今
年
度
予
算
は
「
３

２
０
億
円
」
と
回
答
。

　

こ
の
他
、
過
去
の
交
渉
で

要
望
し
て
き
た
愛
知
県
の
五

条
川
の
氾
濫
危
険
水
域
問
題

や
福
岡
県
の
「
Ｊ
Ｒ
福
北
豊

線
吉
塚
駅
～
原
町
駅
間
の
踏

切
の
立
体
交
差
化
」
に
つ
い

て
、
そ
の
要
望
が
実
現
し
て

い
る
こ
と
に
、
省
の
対
応
の

感
謝
を
述
べ
、
あ
ら
た
に
、

岡
山
県
か
ら
「
国
道
53
号
津

山
駅
前
自
転
車
歩
行
者
道
整

備
」
の
具
体
的
に
要
望
。

　

住
環
境
改
善
に
つ
い
て
、

地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
支

援
を
強
く
要
請
し
た
交
渉
と

な
り
ま
し
た
。（
前
田
武
）


